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3
島根２号機の設備概要と現在の状況

１号機 ２号機 ３号機

営業運転開始 １９７４年３月 １９８９年２月 未定

定格電気出力 ４６万ｋＷ ８２万ｋＷ １３７．３万ｋＷ

原子炉型式
沸騰水型
（ＢＷＲ）

沸騰水型
（ＢＷＲ）

改良型沸騰水型
（ＡＢＷＲ）

運転状況 営業運転終了
（２０１５年４月３０日）

２０１２年１月～

停止中
（第１７回定期検査中）

建設中
設備の据付工事完了
総工事進捗率：93.6%
2011年4月末時点

新規制基準への
対応状況等

廃止措置中
（２０１７年７月２８日～）

国へ適合性審査を申請
（２０１３年１２月２５日）

国へ適合性審査を申請
（２０１８年８月１０日）



4審査の全体像

○2013年12月25日，島根２号機の新規制基準適合性審査を申請しました。

○審査される分野は，大きく①地震・地盤・津波関係といった外部要因に関する
ものと②設備関係の２分野に分かれます。



5島根２号機の新規制基準適合性審査状況

主要な審査項目 審査状況 主要な審査項目 審査状況

審査の申請概要，主要な論点，審査会合の進め方 実施中

設計基準
事故対策

内部溢水 実施中

地震

敷地及び敷地周辺の地下構造 実施済 火災 実施中

震源を特定して策定する地震動 実施済 竜巻（影響評価・対策） 実施中

震源を特定せず策定する地震動 実施済 火山（影響評価・対策） 実施中

基準地震動 実施済 外部事象 実施中

耐震設計方針 実施中 静的機器単一故障 実施中

敷地の地質・地質構造 実施済 保安電源設備 実施済

地盤・斜面の安定性 未実施
誤操作防止，安全避難通路，

安全保護回路
実施済

津波
基準津波 実施中 原子炉冷却材圧力バウンダリ 実施済

耐津波設計方針 実施中 通信連絡設備 実施中

重大事故
対策

確率論的リスク評価 実施中 監視測定設備 実施中

事故シーケンスの選定 実施中 共用設備 実施済

有効性評価 実施中 人の不法な侵入防止 実施済

解析コード 実施中 全交流電源喪失対策設備 実施済

原子炉制御室 実施中 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設 実施済

緊急時対策所 実施中 放射性廃棄物の処理施設 実施済

フィルタ付ベント設備 実施中

その他

特定重大事故等対処施設 実施中

水素爆発防止対策 実施中 所内常設直流電源設備
（3系統目）

実施中
重大事故対応に必要な技術的能力 実施中

○これまでに，１１５回の審査会合が開催されています。（２０１９年８月１日現在）

※審査状況を「実施済」と記載した審査項目も，他の審査の進ちょく等により，再度審査となることがあります。
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7耐震設計方針（1／20）

○発電所の設備のうち，耐震設計上特に重要なものは，「地震によって安全機能
に大きな影響を及ぼすおそれがないものでなければならない」とされており，新規
制基準では,原子炉施設の耐震重要度分類や地震動の影響評価の妥当性など
について確認が行われています。

○2019年4月9日の審査会合において，2013年12月25日付け設置変更許可
申請における施設の耐震重要度分類の変更は取り止めることとし，これに伴い地
震大によるMSIV閉止インターロックの設置についても取り止めることを説明しまし
た。



8耐震設計方針（2／20）ＭＳＩＶ閉止インターロックの取り止めについて



9耐震設計方針（3／20）弾性設計用地震動Ｓｄの設定

○2019年6月18日の審査会合において，地震による損傷の防止に関する評価
のうち，これまでの審査会合にて指摘を受けた，弾性設計用地震動Ｓｄ※の
設定に関して，選定の根拠等を詳細に説明しました。
※弾性設計用地震動Sd：安全機能の保持を確実にするために用いる地震動で，この地震動を受けても施設等が
概ね弾性限界状態に留まることを確認します。



10耐震設計方針（4／20）審査会合における指摘事項に対する回答



11耐震設計方針（5／20）弾性設計用地震動Ｓｄの設定



12耐震設計方針（6／20）弾性設計用地震動Ｓｄの設定



13耐震設計方針（7／20）弾性設計用地震動Ｓｄの設定



14耐震設計方針（8／20）弾性設計用地震動Ｓｄの設定



15耐震設計方針（9／20）弾性設計用地震動Ｓｄの設定



16耐震設計方針（10／20）地下水位の設定

○2019年6月18日の審査会合において，地下水位の設定方法について説明
しました。
（地下水位の設定は耐津波設計方針と共通）

【地下水位設定の考え方】

○地下水位については，適切に揚圧力影響及び液状化影響を設計に反映する観
点から，敷地における設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち建物，
構築物，屋外重要土木構造物（取水管，取水口を除く）及び津波防護施設
（敷地に直接設置している防波壁）を対象に設計します。

○設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のうち建物，構築物，屋外重要
土木構造物（取水管，取水口を除く）及び津波防護施設（敷地に直接設置
している防波壁）の設計地下水位は，周辺の地下水位低下設備の効果や地
下水位観測記録等を踏まえ，工認段階において設定します。



17耐震設計方針（11／20）支持地盤及び周辺地盤の地盤改良の概要



18耐震設計方針（12／20）地下水位観測の概要



19耐震設計方針（13／20）２号炉地下水位低下設備の概要



20耐震設計方針（14／20）地下水位観測記録（観測地下水位コンター）



21耐震設計方針（15／20）地下水位の設定（例）



22耐震設計方針（16／20）液状化による影響

○2019年6月18日の審査会合において，地震に起因する液状化現象の評価
方法について基本方針を説明しました。
（液状化の評価は耐津波設計方針と共通）

【液状化の影響】

○液状化影響の評価対象層については,道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）
（（社）日本道路協会，H24.3）及び港湾の施設の技術上の基準・同解説
（（社）日本港湾協会，H19）に基づく液状化判定の対象となる砂礫層に加
えて，液状化判定の対象外となる埋戻土（掘削ズリ）も抽出して液状化試験
を実施しました。

○液状化試験結果によると，液状化を示す土層はありませんでしたが，砂礫層及
び埋戻土（掘削ズリ）について，保守的な液状化強度特性を設定します。



23耐震設計方針（17／20）液状化試験試料採取位置とその代表性

【
結
果
】



24耐震設計方針（18／20）液状化試験結果，液状化強度特性の設定方針



25耐震設計方針（19／20）液状化影響の基本方針（評価対象施設選定(例)）



26耐震設計方針（20／20）建物・構築物の地震応答解析

○2019年8月1日の審査会合において，建物・構築物の地震応答解析について，
建設時の評価手法との違い等を説明しました。
また，これまでの審査会合において指摘を受けた，建物基礎底面の付着力とし
て設定した値について，不確実性を踏まえても十分な保守性を有していることを
説明しました。

○建物基礎底面と地盤（岩盤）間の付着力を把握するため，耐震上重要な建物
が設置されている岩盤と同等な岩盤を選定し,岩盤－レベルコンクリート間（①）
及びレベルコンクリートと基礎コンクリート間（②）を模擬した試験体を用いて付
着試験を行いました。

【建物基礎底面の付着力の試験概要】
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〇新規制基準では，考えられる最大の津波である「基準津波」を策定した上で，原子力発
電所の安全設計や安全対策を行うよう求められており，この基準津波は，地震のほか，
地すべり等の地震以外の要因，及びこれらの組合せによるものを複数選定し，不確かさ
を考慮した上で策定することとされています。

〇島根原子力発電所の基準津波では，
・鳥取県（2012）が日本海東縁部に想定した地震による津波
・日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した地震による津波
・敷地前面海域の「F-Ⅲ～F-Ⅴ断層」から想定される地震による津波
などを基に策定しています。

〇2018年9月28日の審査会合において，発電所敷地への浸水対策を講じるうえで重要な
基準津波について，原子力規制委員会から「概ね妥当」と評価 されました。
また，2018年12月14日の審査会合では，基準津波に伴う砂移動評価※１について，
2019年１月18日の審査会合では，基準津波の年超過確率※2について，それぞれ概ね
妥当と評価されました。
※１：基準津波によって生じる海底の砂移動のことで，砂移動が取水に影響がないことを確認するもの。
※２：発電所敷地で基準津波を超える津波が発生する確率で，10-X乗で表される。10-5乗であれば10万年に

1度の確率であるということ。

〇2019年6月28日の審査会合において，１号放水連絡通路防波扉地点（発電所 敷
地東端）における基準津波の評価結果について説明しました。引き続き，審査等の中
で説明を行ってまいります。

基準津波の策定（1／3）基準津波策定の考え方



29基準津波の策定（2／3）基準津波の策定における評価地点の追加



30基準津波の策定（3／3）水位評価結果



31耐津波設計方針（1／11）

○新規制基準では，重要な安全機能を有する施設は，施設の供用期間中に極めてまれで
あるが発生する可能性があり，施設に大きな影響を与えるおそれがある津波（基準津
波）に対して，その安全機能を損なわない設計であることが求められています。

【審査における論点】

○これまでの審査会合において，原子力規制委員会から示された以下７つの論点
及び各論点における確認事項を踏まえ,2019年5月21日，2019年6月27日，
2019年7月2日に①，②，⑥，⑦及び各論点における確認事項について説明
しました。
④については，関連性のある耐震設計方針の審査会合（2019年6月18日）
にて説明しました。
① 防波堤が地震により損傷した場合の運用方針の妥当性・有効性について
② 防波壁端部の地山の取り扱いについて
③ 防波壁の構造成立性について
④ 防波壁に囲まれた敷地の地下水位の設定及び液状化による影響について
⑤ 浸水防護重点化範囲の設定について
⑥ 漂流物の影響評価の妥当性について
⑦ 入力津波の設定のプロセスと結果の妥当性について

⇒次ページ以降にて，
論点①，②，⑥，⑦の内容と，当社の回答の一例を示します。



32耐津波設計方針（2／11）論点①関連：指摘事項と回答

（一例）



33耐津波設計方針（3／11）論点①関連：回答の一例



34耐津波設計方針（4／11）論点②関連：指摘事項と回答



35耐津波設計方針（5／11）論点②関連：回答の一例



36耐津波設計方針（6／11）論点②関連：回答の一例



37耐津波設計方針（7／11）論点⑥関連：指摘事項



38耐津波設計方針（8／11）論点⑥関連：回答の一例



39耐津波設計方針（9／11）論点⑦関連：指摘事項と回答



40耐津波設計方針（10／11）論点⑦関連：回答の一例



41耐津波設計方針（11／11）論点⑦関連：回答の一例
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43重大事故等対策の有効性評価（1／4）

○新規制基準では，以下のとおり重大事故等対策の有効性を評価することが求められています。
① 重大事故等対策が実施されていない状態を仮定して，内部事象（機器故障・人的ミス
等）や外部事象（地震・津波）が原因となって重大事故に至る確率を評価（確率論
的リスク評価：PRA）

② ①の評価結果を踏まえ，重大事故に至る事故進展シナリオ（事故シーケンス）を選定
③ ②で選定された事故シーケンスに対して，重大事故等対策として設置した設備，手順が
有効に機能するかを評価（有効性評価）

①

②

③
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【①確率論的リスク評価】

○2019年4月9日の審査会合において，基準地震動，基準津波の審査を踏まえ
て見直した外部事象（地震・津波） PRAの結果を説明するとともに，これまでの
審査会合でのPRAに関する指摘事項について回答しました。

【②事故シーケンスの選定】

○2019年5月9日の審査会合において，PRAの見直しを踏まえた事故シーケンス
選定結果を説明するとともに，これまでの審査会合での事故シーケンス選定の考え
方や，関連するPRAに関する指摘事項について回答しました。

【③有効性評価】

○2019年6月11日,2019年7月9日,2019年7月25日の審査会合において,炉
心損傷防止対策のうち「高圧・低圧注水機能喪失事象」，「高圧注水・減圧機能
喪失事象」,「全交流動力電源喪失」,「崩壊熱除去機能喪失」,「原子炉停止機能
喪失」の有効性評価を説明するとともに,これまでの審査会合での有効性評価に関
する指摘事項について回答しました。

○今後,格納容器破損防止対策の有効性評価や燃料プール及び運転停止中におけ
る燃料破損防止対策の有効性評価も審査の中で説明してまいります。

重大事故等対策の有効性評価（2／4）

【重大事故等対策の有効性評価の審査状況】
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（例）【炉心損傷防止対策の有効性評価】

重大事故等対策の有効性評価（3／4）

現在審査中
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（例）【炉心損傷防止対策の重要事故シーケンスの選定】

事故シーケンス
グループ

事故シーケンス

高圧・低圧注水機能喪失 過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗

高圧注水・減圧機能喪失 過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗

全交流動力電源喪失

外部電源喪失＋交流電源喪失（ＤＧ－Ａ,Ｂ）失敗＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗

外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ,Ｂ）失敗＋高圧炉心冷却失敗

外部電源喪失＋交流電源（ＤＧ－Ａ,Ｂ）失敗＋圧力バウンダリ健全性（ＳＲＶ再閉）失敗＋高圧炉
心冷却（ＨＰＣＳ）失敗

外部電源喪失＋直流電源（区分１，２）失敗＋高圧炉心冷却（ＨＰＣＳ）失敗

崩壊熱除去機能喪失 過渡事象＋崩壊熱除去失敗

原子炉停止機能喪失 過渡事象＋原子炉停止失敗

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 冷却材喪失（中破断ＬＯＣＡ）＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗

格納容器バイパス
(インターフェイスシステム
ＬＯＣＡ)

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

■審査ガイドに記載の観点（共通原因故障又は系統間の機能の依存性，余裕時間，
設備容量，代表性）で厳しいシーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。

重大事故等対策の有効性評価（4／4）



47内部溢水（1／2）

○新規制基準では，地震による配管破断や，津波による浸水，消火活動における
放水等により，原子炉施設内部で漏水事象が発生した場合においても，安全上
重要な設備の機能が損なわれないよう，新たに内部溢水に関する規制が盛り込ま
れました。

○2019年5月9日の審査会合において，これまでの審査会合で指摘を受けた，溢
水影響評価対象設備の選定にあたっての具体的な考え方や，複数の安全機能が
同時に喪失しないと網羅的に確認したこと等について説明しました。

◯2019年7月25日の審査会合において，屋外タンク等の溢水影響評価フローの見
直しや，燃料プールのスロッシングによる溢水量の評価について説明しました。



48内部溢水（2／2）

○防護対象設備の選定

○溢水源の選定

○溢水防護区域及び溢水経路の選定

○想定破損評価に用いる各項目の算出及び影響評価

○消火水の放水評価に用いる各項目の算出及び影響評価

○地震時評価に用いる各項目の算出及び影響評価

○燃料プール等のスロッシングに伴う溢水評価

○溢水防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水影響評価

○建物外からの溢水影響評価

○放射性物質を内包する液体の漏えい防止

【内部溢水での評価，確認内容】



49火災について

○新規制基準では，発電所で起こりうる火災を考慮した，火災防護対策の強化が
求められています。

○2019年3月14日の外部火災に係る審査会合，2019年5月30日の内部火災
に係る審査会合において，外部火災発生時の評価の前提条件や内容，内部火
災では同一の部屋に設置する蓄電池についての火災影響等を説明しました。

【島根原子力発電所の火災防護対策に関する主な対策（内部火災）】



50竜巻について（1／7）

○新規制基準では，自然現象のうち，竜巻への対策が新設され，基準竜巻※1，
設計竜巻※2を設定し，施設の安全性評価を行うことが求められています。

○2019年5月9日，2019年6月27日の審査会合において，基準竜巻・設計竜
巻の設定の妥当性，竜巻の風速特性の不確かさを踏まえた評価結果の保守性
等について説明しました。

※1 基準竜巻：設計対象施設の供用期間中にきわめてまれではあるが発生する可能性があり，設計対象
施設の安全性に影響を与えるおそれがある竜巻。

※2 設計竜巻：原子力発電所が立地する地域の特性(地形効果による竜巻の増幅特性等)等を考慮して，
科学的見地等から基準竜巻に対して最大風速の割り増し等を行った竜巻。



51竜巻について（2／7）

【基準竜巻・設計竜巻の設定に係る基本フロー】



52竜巻について（3／7）

【基準竜巻の設定】



53竜巻について（4／7）

【設計竜巻の設定】



54竜巻について（5／7）

【竜巻影響評価における飛散解析の概要】

確保した保守性として，次ページに一例を示します。



55竜巻（影響評価・対策）について（6／7）

【設計飛来物設定における保守性】
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フジタモデル(風速92m/s)

ガイド(LES,風速100m/s)

ランキン渦モデル(風速92m/s)

フジタモデルを用いた飛散解析においては，物体の地上からの初期高さを高く設定したほうが地表面から解析
した場合に比べて最大水平速度は高くなり，最大水平速度に依存するパラメータである運動エネルギ及び貫
通力も大きくなる。
設計飛来物の設定においては，任意の地上からの初期高さにある鋼製材をフジタモデルを用いて飛散解析を
した結果を包絡するガイド記載の鋼製材を設定しており，フジタモデルの地上付近の風速場の不確定性は考
慮できている。

各風速場モデルにおける鋼製材の飛散解析結果
（鋼製材：0.3m×0.2m×4.2m，135kg）

【設計飛来物として適用】
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○設計飛来物（鋼製材）によって損傷する可能性がある外部事象防護対象施設に
ついて， 竜巻防護ネットの設置等の竜巻防護対策を実施します。

【島根原子力発電所の竜巻防護対策の設置イメージ】

竜巻について（7／7）

飛来物 寸法
(m)

質量
(kg)

最大水平速度
(m/s)

最大鉛直速度
(m/s)

鋼製材 長さ×幅×奥行
4.2×0.3×0.2 135 51 34

島根原子力発電所における設計飛来物（鋼製材）



57外部事象（1／3）

○新規制基準では，外部からの衝撃（外部事象）による原子力発電所の安全性
を損なうような損傷を防ぐことが求められています。
なお，外部事象には自然現象と人為的なもの（故意によるものを除く）が含まれ
ます。

○2019年4月4日，2019年6月27日，2019年7月2日の審査会合において，
台風や積雪などの自然現象，飛来物（航空機落下）や船舶の衝突などの人為
事象等，設計上考慮すべき外部事象に対する影響評価及び対策の検討について
説明するとともに，これまでの審査会合における指摘事項について回答しました。
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【自然現象に対する影響評価及び対策の概要】

自然現象 設定基準値 影響評価及び対策の概要

洪水 －

発電所周辺の河川から距離が離れており，さらに敷地の周りは標高
150ｍ程度の山に囲まれていることから，洪水の影響を受けることはない

風（台風） 30m/s
安全施設について，風速30m/sの風荷重に対し，安全機能が損なわ
れないことを確認

凍結 -8.7℃
安全施設について，凍結（低温：-8.7℃）に対して凍結防止等の対
策を行うことで安全機能が損なわれないことを確認

降水 77.9mm/h
安全施設について，降水（日最大１時間降水量：77.9mm/h）に
対して構内排水路等の設備設計を考慮した上で，安全機能が損なわれ
ないことを確認

積雪 100cm
安全施設について，積雪量100cmによる影響に対して，安全機能が
損なわれないことを確認。除雪等の適用を適切に実施

落雷 150kA
安全施設について，電撃電流値150kAによる影響に対して，避雷設
備を設置することで安全機能が損なわれないことを確認

地滑り －

地滑り地形分布図を参照し，机上調査及び現地調査の結果，地滑
りによる安全施設の安全機能が損なわれないことを確認
土砂災害危険個所において土石流が発生したとしても安全機能が損な
われないことを確認

生物的事象 －

取水口に流入したくらげは，除塵装置（ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ）で捕獲
屋外装置の端子箱貫通部等へのシールにより，小動物の侵入を防止

外部事象（2／3）



59外部事象（3／3）

【人為事象に対する影響評価及び対策の概要】

人為事象 影響評価及び対策の概要

飛来物
（航空機落下）

発電所周辺の航空路等の状況を考慮して落下確率を評価
島根２号炉への航空機落下確率（約7.8×10-8回/炉・年）は，基準に定める評
価基準（10-7回/炉・年）を下回るため，航空機落下に対する防護設計は不要

ダムの崩壊
発電所周辺のダムから距離が離れており，さらに敷地の周りは標高150ｍ程度の山
に囲まれていることから，ダムの崩壊による影響はない

有毒ガス
発電所周辺の石油コンビナート施設や航路から離隔距離が確保されていることから，
有毒ガスによる影響はない

船舶の衝突

発電所は，周辺の主要航路（七類港～隠岐諸島）から約21km離隔しており，
発電所は航路の進行上にはないことから，船舶が取水口に侵入する可能性は低い
取水口前面には防波堤等があり，防波堤等の港口付近での漁業は行われていない
ため，漁船等の小型船舶が漂流し港湾内に侵入する可能性は極めて低い
深層から取水していることから，仮に取水口側に船舶が侵入した場合でも取水路の
閉塞はない

電磁的障害
低電圧の計測制御回路に対し絶縁回路の設置等の対策を行い，サージ・ノイズや
電磁波の影響を受けにくい設計



60静的機器単一故障（1／2）

○新規制基準では，配管やフィルタ等事故後も長期間使用する静的機器の故障
を仮定したとしても，その系統が安全機能を維持できる設計とするよう考え方が
明確化されました。

○2019年4月4日の審査会合において，非常用ガス処理系や中央制御室空調換
気系について，想定される最も過酷な条件下においても，その単一故障が安
全上支障のない期間に修復が可能であること，また，残留熱除去系については，
単一故障を仮定することで系統の機能が失われる場合であっても，他の系統を用
いて，その機能を代替できることが安全解析等により確認できることを説明するとと
もに，これまでの審査会合における指摘事項について回答しました。

○2019年7月25日の審査会合において，中央制御室換気系の排気ファンについて，
隔離運転モード時の酸素濃度評価等から，重要度が特に高い安全機能※１として
必要な設備に位置付けていないこと等を回答しました。

※1 原子炉制御室非常用換気空調機能



61静的機器単一故障（2／2）

【静的機器単一故障に係る設計上考慮が必要な機器の抽出】



62保安電源設備について

○新規制基準では，安全上重要な施設への電力供給が停止することがないよう，
機器の損傷，故障その他の異常を検知するとともに，それらの拡大を防止する
設計であることが求められています。

○2019年3月14日の審査会合において，複数の独立した送電線ルートを確保して
いることに加え，万が一送電線の事故が発生した場合にも，その他のルートから
電源を確保できることを説明しました。

【保安電源設備について】

・北松江変電所が停止した場合においても
津田変電所から66kV鹿島支線より受電を
行う供給手段及び監視体制により，
３０分以内で島根２号炉への電力供給が
可能である。

【北松江変電所全停時の供給系統について（例）】



63誤操作防止，安全避難通路，安全保護回路について

【誤操作防止，安全避難通路，安全保護回路の考え方】

○新規制基準では，運転員の誤操作防止対策や，万一の事故発生時に適切な措
置がとれるよう，避難通路の確保の考え方などが明確化され，以下のとおり求め
られています。
・ 運転員の誤操作防止のために操作や識別のしやすいものであること
・ 電源が喪失した場合でも適切な措置が行えるよう，避難通路に加え必要な操
作や作業時に用いる作業用照明を確保すること
・ 原子炉を安全に停止する機能を持つ回路に不正アクセスされない対策を講じる
こと

○2019年6月27日の審査会合において,中央制御室における運転員の誤操作防
止として，中央制御室での非常用交流照明の照度について，外部電源が喪失し
た場合においても作業に必要な照度を確保する設計とすることを説明しました。



64共用設備について（1／3）

○新規制基準では，原子力発電所内に2つ以上の発電用原子炉施設がある場合，
重要安全施設※１については，安全性を向上できる場合を除き，共用または相
互接続しないこと」，「重要安全施設以外の安全施設※２については，共用また
は相互接続する場合は安全性を損なわないものであること」が求められています。

○2019年4月4日,2019年5月30日の審査会合において,島根原子力発電所1号
機と中央制御室を共用することによる設備の安全性への影響，1号機の運転員が
2号機のトラブル発生時に対応できるかについて，1号機の運転員も2号機の運転
員と同様の訓練を受けており，2号機のサポートを行うことで安全性を向上できるこ
と等を説明しました。

※１ 重要安全施設 : 安全性を確保するため，「止める」「冷やす」「放射性物質を閉じ込める」機能を有す
る設備。原子炉の緊急停止機能,原子炉停止後の徐熱機能,炉心冷却機能,放射
線の遮へい及び放出低減機能等。

※２ 安全施設 : 重要安全施設を除いた安全性を確保するための設備
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【共用・相互接続設備の抽出】

共用設備について（2／3）



66共用設備について（3／3）

【基準適合性の確認結果（重要安全施設抜粋）】

設備 重要度分類 共用・相互接続により安全性が向上する理由

中央制御室 MS-1 ２号炉中央制御室は，以下のとおり要求される安全機能（プラント監視・運転操作）を確保し
つつ，１号炉中央制御室と共用することで安全性が向上する。
【安全機能の確保】

安全性の確保に必要な監視・操作盤は１，２号炉それぞれ分離して設置しており，プラントの
監視・運転操作に支障をきたすことはない。共通設備である送電系統等の監視・操作盤は，当該
設備が機能喪失したとしても各号炉の安全性確保に必要な監視・運転操作に支障をきたすことはな
い。

また，１，２号炉の監視・運転操作に必要な運転要員が滞在するために必要な居住性を確保
できるよう，１号炉中央制御室も含めた空間容積を換気可能な２号炉中央制御室空調換気系
や遮蔽設備を有しており，監視・運転操作に必要なスペースを確保している。

【安全性の向上】
○運転要員の融通等

１号炉は廃止措置段階であることを踏まえ，１，２号炉それぞれで必要な運転要員を確保する。
１，２号炉の操作盤はできる限り操作性を統一して設計しており，運転要員は，１，２号炉

いずれも運転操作が可能なよう相互に異動しながら育成してきた。２号炉運転段階における１号
炉運転要員は，社内規程に基づき２号炉運転要員と同じ教育・訓練を受けることで，２号炉運
転要員と同じ力量を有していることを要件とする。これにより，２号炉運転要員のみでも事故時等
の対応は可能であるものの，１号炉運転要員も２号炉運転要員の力量を有していること，また，
共用により１，２号炉中央制御室を自由に行き来できる空間とすることにより，情報の把握や運
転要員の融通が容易となることで，２号炉のサポートがスムーズに行うことが可能となり，運転段階
の２号炉の安全性向上につながる。

○共通設備の監視・操作の一元化等
送電系統等の共通設備については，当該設備の監視・操作盤についても中央制御室内に配置

しており，監視を一元的に行い，操作の重複を回避できるなど，効率的で確実な運用が可能で
ある。
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【全交流動力電源喪失対策設備】

○新規制基準では，全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために
必要な電力の供給が，交流動力電源設備から開始されるまでの間にも，原子
炉格納容器の健全性を確保するための設備の動作に必要な容量を有する蓄電
池等を設置することが求められています。

○2019年6月27日の審査会合において，蓄電池による給電を8時間期待してい
ることについて，代替の給電手段に失敗し，最終的な高圧発電機車による給電
の開始までに要する時間に対し，十分余裕があることを説明しました。

全交流動力電源喪失対策設備について



68燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（1／2）

○新規制基準では，燃料体等※の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重
量物の落下時においても，機能が損なわれないものとすることが求められています。
また，外部電源が利用できない場合においても，燃料プールの水温や水位等を
示す設備が監視可能な状態であることなどが求められています。
※通常運転時に使用する燃料体または使用済燃料

○2019年4月4日,2019年5月30日の審査会合において,燃料プールに落下する
おそれのある重量物を抽出し，適切な落下防止対策を実施することで燃料プール
の機能が維持されること，外部電源が利用できない場合においても，非常用所内
電源設備からの受電により，燃料プールの水温や水位等が計測できるようにするこ
となどを説明しました。

【燃料取替機に吊るされる重量物の落下防止対策（例）】

・ 駆動用電源喪失時に自動的にブレーキがか
かる設計とし，燃料つかみ具の駆動用空気
が喪失した場合にも，吊荷が落下するのを防
止する設計とする。

・ ワイヤロープを二重化することで，仮にワイヤ
ロープが１本切れた場合でも，残りのワイヤ
ロープで重量物が落下せず，安全に保持でき
る構造とする。

燃料取替機ワイヤロープ二重化構造



69燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（2／2）

【重大事故等対策設備を含めた燃料プール監視設備の概略】



70放射性廃棄物の処理施設について（1／2）

○設置許可基準規則では，固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては，放射性廃
棄物を処理する過程において放射性廃棄物が散逸し難いものとする設計であることが求めら
れています。
○2019年3月14日,2019年5月30日,2019年7月25日の審査会合において,放射性廃
棄物の処理施設で,放射性廃棄物をドラム缶に詰める際に使用しているプラスチック固化材
は可燃物であるため,固化材タンクで 火災が発生した場合の建物への影響や重大事故等が
発生した際の現場作業への影響を考慮し,固化材を「セメント」に変更すること,変更により作
業員への放射線被ばくの影響の度合い及び固体廃棄物貯蔵設備の位置付けに変更がない
ことを説明しました。



71放射性廃棄物の処理施設について（2／2）

◯固化体製作時における放射線業務従事者が放射線を受ける作業は，主にドラム
缶を輸送用トラックに積み付けるタイミングです。積み付けするドラム缶の発生量は
セメント固化方式により５倍に増加しますが，表のとおり表面線量当量率が1/5
に低下するため，作業に伴い放射線業務従事者が受ける線量はほぼ同じです。

【固化材の変更による作業員への放射線被ばくの影響について】

【固化材の変更に伴う固体廃棄物処理系の各設備の位置付けについて】

○固化材の変更に伴い,処理,貯蔵経路を見直します。しかしながら,各固体廃棄物の
処理方針（原子炉浄化系及び燃料プール冷却系の使用済樹脂等は中深度処分
施設へ搬出すること,復水系,液体廃棄物処理系の使用済樹脂等はこれまでどおり
焼却処分すること）に変更はないため,固体廃棄物処理系の各設備の位置づけに
変更はありません。
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２．その他

中央制御室空調換気系ダクトの腐食
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○2016年12月8日に，島根原子力発電所2号機の中央制御室空調換気系のダ
クトに腐食孔を確認したことを踏まえ，再発防止対策として，保守点検の見直し
及びダクト構造の見直し等を実施しておりましたが,2019年5月31日に全ての
再発防止対策が完了しました。

中央制御室空調換気系ダクト腐食事象の再発防止対策完了

＜中央制御室空調換気系＞
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年 月 日 概 要

2016年12月 8日 ・中央制御室空調換気系ダクトの寸法測定のために保温材の取外し作業を行ってい
たところ，当該系統のダクトに腐食孔（約100cm×約30cm）を確認
・この系統に要求される必要な機能※１を満足していないと判断※２し，原子力規制
委員会へ報告するとともに関係自治体へ連絡

12月16日 ・原子力規制委員会へ「発電用原子炉施設故障等報告書」（中間）を提出

2017年 3月 9日 ・腐食に係る原因調査結果および再発防止対策を取りまとめ，原子力規制委員会
へ「発電用原子炉施設故障等報告書」を提出

11月27日 ・3月9日に報告書を提出した以降に行われた原子力規制庁との面談における指摘
事項を踏まえ，原子力規制委員会へ報告書に係る補正書を提出
（原因調査データの追加や再発防止対策の具体化など）

2018年 1月31日 ・報告書の内容について，原子力規制委員会にて了承
（原子力規制庁によるINES（国際原子力・放射線事象評価尺度）※３ 評価
は「レベル１」）

2019年 5月31日 ・再発防止対策の完了

これまでの経緯

※１ 事故発生時には事故が収束するまでの間，運転員が中央制御室にとどまって監視や操作が行えるように，外気の取入れを遮断し，放
射性物質除去フィルタを介して内部循環させる機能

※２ 確認された腐食孔が大きいこと，および当該系統の運転を停止したため，当該系統が必要な機能・性能を有していることを確認できない
状態にあったことから，安全を確保するために必要な機能を満足していないものと判断

※３ 原子力発電所などの事故やトラブルについて，国際原子力機関(IAEA)と経済協力開発機構・原子力機関（OECD/NEA）が定めた
もので，原子炉などの損傷程度や放射性物質の放出量などを基準に，0～7のレベルが決められるもの



75再発防止対策（1/5）

推定原因を踏まえ，①保守点検の見直し，②運用の見直し，③ダクト仕様の見直し，
④ダクト形状・構造の見直しの４つの再発防止対策を実施しました。

①保守点検の見直し

〇 ダクト内面側から腐食が進行することを考慮し，ダクト内面および外面の外観
点検の実施頻度を見直しました。

〇 外気取入れラインに点検口を追加設置し，既設の点検口と合わせて，外気
取入れラインのダクト全てについて，内面点検が実施できるようにしました。

内面点検 ３サイクルに１回
（外気取入れ部※１）

１サイクルに１回
（外気取入れライン）

６サイクルに１回
（外気取入れライン以外※２）

外面点検 １０サイクルに１回
（全ライン）

６サイクルに１回
（全ライン）

サイクル：運転期間１３か月ごとに行われる施設定期検査までを１サイクルという
※１ 外気取入れ口と外気処理装置入口ダクト
※２ 外気取入れライン以外のダクトは，腐食は確認されていないことから，念のため，点検口から確認できる範囲を確認

【従来の点検頻度】 【見直し後の点検頻度】
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【外気取入れラインに点検口を６箇所追加設置】

再発防止対策（2/5）



77

荒天時のみ

使用

通常使用

②運用の見直し

〇 外気から取込まれる水分および海塩粒子の低減を図るため，外気処理装置の
使用を「荒天時のみの使用」から「常時使用」に見直しました。

【従来の運用】 【見直し後の運用】

外気処理装置 外気処理装置

常時使用

見直し

再発防止対策（3/5）
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※ 炭素鋼ダクトの表面に腐食を防止するための塗装を施したもの。塗装が劣化しても，補修塗装により健全性を維持
できる。

③ダクト仕様の見直し

〇 耐食性および劣化状況の早期把握の観点を考慮し，外気取入れラインのステン
レス鋼板ダクトは炭素鋼（塗装あり）※や亜鉛めっき鋼板に変更しました。

【従来の仕様】
ステンレス鋼板

【見直し後の仕様】
炭素鋼（塗装あり）

見直し

見直し

【材質の主な特性】

○耐食性

亜鉛めっき鋼板＜炭素鋼（塗装あり）＜ステンレス鋼板

○腐食の検知性

ステンレス鋼板＜亜鉛めっき鋼板，炭素鋼（塗装あり）

【従来の仕様】
ステンレス鋼板

【見直し後の仕様】
亜鉛めっき鋼板

再発防止対策（4/5）
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〇 腐食孔が確認されたローポイントを含め外気取り入れラインのエルボ部では，ガイド
ベーンを設けない構造に変更し，ダクト形状も丸エルボ※に変更することで，水分が
溜まりにくい形状・構造に見直しました。

※ ダクト内の気流をスムーズにするために湾曲させたダクト

④ダクト形状・構造の見直し

【従来の形状・構造】 【見直し後の形状・構造】

見直し

約100cm×約30cmの腐食
孔が確認された箇所

点検口（追加設置）

ガイドベーンの撤去

ガイドベーン

：外気の流路

再発防止対策（5/5）


